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令和４年６月 令和４年度第３回姶良市農業委員会総会議事録 

 

１.  開催日時 令和４年６月３０日（木）午後１時３０分～午後４時００分 

２.  開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

３.  出席委員 農業委員（１８人） 農地利用最適化推進委員（１1人） 

 【農業委員】 

１番：小長野 誠     ２番：坂元 廣幸     ３番：本村 正一     ４番：福森 徳昭 

５番：牧野田 隆平  ６番：杉尾 敏憲     ７番：市薗 由美子   ８番：白尾 親昭 

９番：今村 逸子   １０番：野元 幸雄   １１番：堂前 澄男  １２番：西 泰行 

１３番：川島 兼次   １４番：内甑 達也   １５番：平 富士夫   １６番：岩元 律子 

１７番：松元 信道  １８番：夏田 恒     １９番：米迫 愼二 

欠席委員 ４番:福森委員  

 

【農地利用最適化推進委員】 

１番：内村 幸雄   ２番：宇都 和義    ３番：扇薗 弘行     ４番：柚木 利雄 

５番：大重 孝司   ６番：上福元 克己   ７番：松永 政文    ８番：松元 健一 

９番：池端 隆志  １０番：新屋敷 幸一 １１番：中村 政芳   １２番：柳迫 勝美 

欠席委員 ２番:宇都委員 

 

４. 議事日程 

１.議事録署名委員の指名 

２.会議書記の指名 

３.議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について 

４.議案第２号 農用地利用集積計画（所有権移転）の意見決定について 

５.議案第３号  農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

６.議案第４号  農地転用事業計画変更申請について 

７.議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

８.議案第６号  農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

９.議案第７号 農地利用目的変更願について 

10.議案第８号 農業振興地域整備計画の変更（全体見直し）に係る意見について 

11.議案第９号 農地あっせん申出（売買 希望）について 

12.農地あっせんの経過報告 

13.農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告  

14.その他 

   

５．農業委員会事務局職員 

   事務局長 ・ 事務局長補佐兼農地係長 ・ 農地係主査 ・ 農地係主事 ・  

振興係長 ・ 振興係主任主査 ・ 農政課課長補佐兼加治木農林水産係長・ 

農政課課長補佐兼姶良農林水産係長 
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事務局長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

  

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月 令和４年度第３回姶良市農業委員会総会 

 

姿勢を正してください。一同礼。 

 

ただいまから、令和４年度 第３回 姶良市農業委員会 総会を 

開会いたします。 

出席農業委員は、１９名中、１８名 で、定足数に達しておりま

すので、本総会は 成立しております。  

本日は、４番、福森委員が欠席であります。 

  

――― 会務報告 ――― 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

〔事務局 説明〕 

 

――― 日程第１ 議事録署名委員の指名 ――― 

 

議事日程に 入ります。 

日程第１、姶良市農業委員会 会議規則 第１７条第２項に規定

する 議事録署名委員についてですが、議長から指名させていただ

くことに、ご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、３番 農業委員、５番 農業委員に、お願いいたしま

す。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 日程第２ 会議書記の指名 ――― 

 

つぎに、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記  

には、事務局職員の、事務協調補佐兼農地係長と、振興係長を、

指名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法 第３１条規定の議事

参与の制限により、農業委員会の委員は、自己又は、同居の親族

若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与

することができないとなっておりますので、該当する事案の委員

は、審議開始から終了までの間、退席をお願いし、関係議案 終

了後に入室・着席していただきます。 

 なお、委員本人の方々の事案については、事務局で把握できま

すが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、規

定により申し出ていただき、退席等よろしくお願いいたします。 

 

――― 日程第３ 議案第１号（２２件） ――― 

 

それでは、日程第３、議案第１号、農用地利用集積計画（貸

借）の意見決定について、議題に供します。 

１番から２２番までについて、事務局からの説明を求めます。 

 

議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につい

て、ご説明いたします。公告日は、６月３０日、契約の始期は、

７月１日を、それぞれ予定しております。契約件数につきまして

は、１年間が１件、３年間が７件、５年間が１１件、６年間が１

件、１０年間が２件、合計で、件数は２２件、面積は４４,６４７

㎡となっております。内容につきましては、総会資料の２ページ

から５ページに記載しておりますので、ご確認ください。なお、

総会資料５ページに記載しております、２１番、２２番が、議席

番号、１８番、農業委員が関連する議案となっておりますので、

農業委員会法第３１条の規定「議事参与の制限」に基づき、議案

の採決には参与することができませんので、よろしくお願いしま

す。以上で説明を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

それでは、これより、議案第１号、農用地利用集積計画（貸

借）の意見決定についての、１番から２０番までについて、一括

して質疑に入ります。 

なお、２１番と２２番については、議事参与制限により、関係

者がいらっしゃいますので、個別案件で質疑し、採決いたしま

す。 

１番から２０番までについて、質疑のある委員は挙手をお願い

します。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について

の、１番から２０番までについて、原案のとおり決定することに

賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の

意見決定についての、１番から２０番までについては、原案のと

おり決定いたしました。 

それでは、２１番と２２番の関係者、１８番、農業委員の退席

をお願いします。 

 

（１８番農業委員 退席） 

 

それでは、２１番と２２番について、質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について

の、２１番と２２番について、原案のとおり決定することに賛成

の委員は挙手をお願いします。 
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議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の

意見決定についての、２１番と２２番については、原案のとおり

決定いたしました。 

１８番、農業委員の、着席をお願いします。 

 

（１８番農業委員 着席） 

 

 

――― 日程第４ 議案第２号(２件) ――― 

 

次に、日程第４、議案第２号、農用地利用集積計画（所有権移

転）の意見決定について、議題に供します。 

１番と２番について、事務局からの説明を求めます。 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

議案第２号、農用地利用集積計画（所有権移転）の意見決定に

ついて、ご説明いたします。総会資料は、６ページです。件数に

つきましては、２件です。それでは、１番につきまして、説明い

たします。 譲受人は、姶良市永瀬在住の○○です。申請地の所

在は○○、登記地目は田、面積は○○㎡です。対価につきまして

は、総額○○円、１０アール当たりの単価は○○円ということで

した。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１０番、推進委員に、あっ

せん経過報告を、お願いします。 

 

はい、１０番、推進委員です。農地あっせんの報告をいたします。

○○につきまして、６月７日、午前１０時より、蒲生総合支所２階

３号会議室において、譲渡希望者○○、代理人○○、譲受希望者○

○、あっせん担当委員、私と○○委員、○○委員、職員立ち合いの

もと、１０アールあたり○○円、総額○○円で、成立しました。今

後につきましては、嘱託登記により、所有権移転登記を行う予定で
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１７分１９秒 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

あります。以上で報告を終わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきまして、説明いたします。 譲受人は、姶良市永瀬

在住の○○です。申請地の所在は○○、登記地目は田、面積は○

○㎡です。対価につきましては、総額○○円、１０アール当たり

の単価は○○円ということでした。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１０番、推進委員に、あっ

せん経過報告を、お願いします。 

 

はい、１０番、推進委員です。農地あっせんの報告をいたします。

○○につきまして、６月７日、午前１０時より、蒲生総合支所２階

３号会議室において、譲渡希望者○○、代理人○○、譲受希望者○

○、あっせん担当委員、私と○○委員、○○委員、職員立ち合いの

もと、１０アールあたり○○円、総額○○円、成立しました。今後

につきましては、嘱託登記により、所有権移転登記を行う予定であ

ります。以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第２号 農用地利用集積計画（所有権移転）の

意見決定について、一括して質疑に入ります。 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。 

議案第２号 農用地利用集積計画（所有権移転）の意見決定に

ついての、１番と２番について、原案のとおり決定することに賛

成の委員は挙手をお願いします。 

〔賛成多数〕  

 

賛成多数により、議案第２号、農用地利用集積計画（所有権移

転）の意見決定についての、１番と２番について、原案のとおり

決定いたしました。 
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議 長 
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議 長 

     

事務局 

 

 

 

――― 日程第５ 議案第３号(５件) ――― 

 

次に、日程第５、議案第３号、農地法第３条の規定による許可

申請の処分決定について、議題に供します。 

１番から５番までについて、説明をお願いします。 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは議案第３号、農地法第３条の規定による、許可申請の

処分決定について、ご説明いたします。総会資料は７ページで

す。今回の申請件数につきましては、５件となっております。先

般、各担当委員におきまして、事前調査がなされ、現地調査報告

書の１ページから調査書がございますので、審議の参考としてく

ださい。それでは、まず、１番につきまして、ご説明いたしま

す。譲受人は、○○、譲渡人は、○○、申請地は、住吉の田が１

筆、面積は、５８８㎡、売買による所有権移転です。以上で説明

を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１０番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、10番、推進委員です。調査報告いたします。 

令和４年６月１５日、譲受人と現地で会い、聞き取りを行い、

申請地を調査いたしました。ほ場整備をおこなった地域であり、

○○さんは、現在、1丁歩以上の田んぼを耕作しています。住所

は加治木ですが、農機具は中津野に置いています。農機具は、ト

ラクター、田植え機、コンバイン、軽トラックを所有していま

す。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

ますので、許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

2番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、申請地は、加治木町反土の田が１筆、面積は、３４

７㎡、売買による所有権移転です。以上で説明を終わります。 
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

ただいまの説明に関連して、１２番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１２番、農業委員です。調査報告いたします。 

この案件は、２番、推進委員の案件でありますが、代理で報告

いたします。労働力は、本人および奥さんの２人です。農機具の

トラクターはリース、軽トラックも所有しています。申請地は耕

作放棄地の状態でありますが、建設会社に依頼し、整備するとの

話でした。そのことを含め、当申請は、農地法第３条第２項の各

号に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。以上

で報告を終わります。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

３番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、申請地は、北山の畑が５筆、面積は、５,４９７㎡、

売買による所有権移転です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１４番、農業委員です。調査報告いたします。 

譲受人の○○さんは、姶良市認定農家の○○にあたります。労

働力も専門の従事者がおります。機械についても、乾燥機３台、

トラクター１台、田植え機２台、コンバイン１台、ハーベスタ

ー、草払い機と、全て揃っております。申請地については、前の

耕作者の方は、ほとんど果樹を植えており、その果樹の草払いな

どもきちんとするとのことでした。当申請は、農地法第３条第２

項の各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われま

す。以上で報告を終わります。 

 

次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

 

４番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、申請地は、増田の田が 1筆、面積は、１,４２８㎡、
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

贈与による所有権移転です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１２番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１２番、推進委員です。調査報告いたします。 

令和４年６月２１日、譲受人と現地で会い、聞き取りを行い、

申請地を調査いたしました。おじさんからの贈与で、高齢になっ

たことでの、との事でした。本人は、これからも農業でがんばっ

ていきたいとの事でした。農機具は、田植え機からコンバインま

でそろっております。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該

当しないと思われますので、許可相当と思われます。以上で報告

を終わります。 

 

次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

 

５番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、申請地は、蒲生町下久の田が２筆、面積は、２,５２

６㎡、贈与による所有権移転です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員８番、推進委員に、調査

の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、８番、推進委員です。調査報告いたします。 

令和４年６月２２日、譲受人と自宅で会い、聞き取りを行い、

申請地を調査いたしました。申請地は、蒲生高校から南へ○○ｍ

の田 2筆で、親子間の生前譲与による所有権移転であります。○

○さんは団体職員の兼業農家で、水稲２５アール、野菜を６アー

ル耕作されております。労働力は、奥さんと２人です。農機具

は、トラクター、田植え機、コンバイン、軽トラック、耕運機と

そろっております。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。以上で報告を

終わります。 

 

これより、議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請の
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議 長 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分決定についての、１番から５番までについて、一括して質疑

に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定に

ついての、１番から５番までについては、農地法第３条 第２項

の各号に該当しないため、許可相当という意見ですが、原案のと

おり許可することに、賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第３号 農地法第３条の規定による許可

申請の処分決定についての、１番から５番までについては、原案

のとおり決定いたしました。 

 

――― 日程第６ 議案第４号(３件) ――― 

 

次に、日程第６、議案第４号、農地転用事業計画変更申請の意

見決定と許可についてを、議題に供します。 

１番から３番までについて、説明をお願いします。 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは議案第４号、農地転用事業計画変更申請の意見決定と

許可について、説明いたします。総会資料は９ページでございま

す。今月の申請件数につきましては、３件となっております。そ

れでは、１番につきまして、説明させていただきます。 

申請人の変更前は○○、変更後は○○であります。土地の所在

は東餅田の２筆であります。当初、令和４年３月４日資材置き場

駐車場で５条許可を得ております。今回申請地の１筆を分筆を行

いまして、総面積が○○㎡ということで、宅地造成の事業計画変

更となっております。このあとの、議案第８号の案件と関連があ

ります。以上で説明を終わります。 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１１番、推進委員に、議

案第６号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決定につい

ての８番とも関連がありますので、一括して調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい、１１番、推進委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、○○か

ら、東に、約３８０ｍの位置です。被害防除現況としましては、

東が市道、西が宅地、５条申請地、南が宅地、北が宅地です。申

請実現の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実であり

ます。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としま

して、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現

地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終

わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきまして、説明させていただきます。 

申請人の変更前は○○、変更後は○○であります。土地の所在

は東餅田の２筆であります。１番と同じように、当初、令和４年

３月４日資材置き場駐車場で５条許可を得ております。今回申請

地の１筆を分筆を行いまして、○○㎡のうち○○㎡を、申請人の

自宅から申請人の通路として、使用するとのことで、事業計画変

更となっております。このあとの、議案第６号の９番の案件と関

連があります。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１１番、推進委員に、議

案第６号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決定につい

ての９番とも関連がありますので、一括して調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい、１１番、推進委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、○○か

ら、東に、約３８０ｍの位置です。被害防除現況としましては、

東が５条申請地、西が宅地、南が５条申請地、北が宅地です。申
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議 長 

請実現の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実であり

ます。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としま

して、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現

地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終

わります。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

３番につきまして、説明させていただきます。 

申請人は○○、土地の所在は加治木町木田の３筆であります。

こちらは、令和４年５月８日に５条許可を得ております。今回申

請地の隣接地を畑として借りて耕作する との事で、計画図面に

変更が生じたことで、事業計画変更の申請となっております。こ

ちらの借りる畑につきましては、１号議案の１３番で、提出され

ております。このあと、農地利用の変更のほうでも、田んぼから

畑の、利用目的変更の申請のほうがなされております。それに伴

いまして、工事の計画図面が、当初、田んぼへの用水を引き込む

となっておりましたが、畑で使用するとのことで、用水路の引き

込みを行わない変更となっております。以上で説明を終わりま

す。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員４番、推進委員に、調査

の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、４番、推進委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、○○か

ら、南に、約１０ｍの位置です。被害防除現況としましては、東

が農道、西が畑、資材置場、南が市道、北が市道です。申請実現

の確実性としましては、隣接地の田を畑として利用するため、用

水パイプが不要となり、確実であります。条件および特記事項

は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地

及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、

許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第４号、農地転用事業計画変更申請の意見決定
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39-36 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

と許可についての、１番から３番までについて、一括して質疑に

入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。 

議案第４号、農地転用事業計画変更申請の意見決定と許可につ

いての、１番から３番までについて、原案のとおり意見決定と許

可することに、賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第４号、農地転用事業計画変更申請の意

見決定と許可についての、１番から３番までについては、原案の

とおり意見決定と許可が決定いたしました。 

 

――― 日程第７ 議案第５号(３件) ――― 

 

次に、日程第 7 、議案第５号、農地法第４条の規定による許可

申請の処分決定について、議題に供します。 

１番から３番までについて、説明をお願いします。 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定について、ご説明いたします。総会資料は、１０ページで

ございます。今月の申請件数につきましては、３件となっており

ます。１番につきまして、ご説明いたします。申請人は、○○、

所在地は、北山の田１筆、面積は、１,１００㎡、農地区分は、第

２種農地、転用目的は、山林です。こちらのほうが、鳥獣被害も

あり、山林として管理していきたいとのことです。以上で説明を

終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 
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議 長 
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議 長 

 

 

はい、１４番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当する為、問題

ありません。申請地の位置は、○○から、南東に約７００ｍの位

置です。被害防除現況としましては、東が農道、西が山林、南が

４条申請地、北が山林です。申請実現の確実性としましては、自

己資金証明もあり、確実であります。条件および特記事項は、特

にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意

見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきまして、ご説明いたします。申請人は、○○、所在

地は、北山の田１筆、面積は、１,８１８㎡、農地区分は、第２種

農地、転用目的は、山林です。こちらのほうが、鳥獣被害もあ

り、山林として管理していきたいとのことです。申請人が宮崎の

住所となっておりますが、申請人は息子さんで、お母様のほうが

管理をしていくとのことです。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１４番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当する為、問題

ありません。申請地の位置は、○○から、南東に約７００ｍの位

置です。被害防除現況としましては、東が農道、西が山林、南が

農道、北が４条申請地です。申請実現の確実性としましては、自

己資金証明もあり、確実であります。条件および特記事項は、特

にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意

見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

３番につきまして、ご説明いたします。申請人は、○○、所在

地は、脇元の畑３筆、面積は、８６１㎡、農地区分は、第３種農

地、転用目的は、駐車場及び庭です。こちらは、隣接の○○局か

ら依頼があり、駐車場にしたいとのことです。参考資料の２４ペ

ージのほうに顛末書のほうが添付されております。申請人の父

が、平成 20年頃に、すでに駐車場の造成し、〇〇局のほうに貸し

出しをおこなっていたとのことで、顛末書を提出し追認で許可を

得ようとするものです。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、２番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○

の隣接地です。被害防除現況としましては、東が宅地、西が市

道、南が田、北が宅地です。顛末書が添付されております。申請

実現の確実性としましては、すでに転用済のため、確実でありま

す。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地

調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わ

ります。 

 

これより、議案第５号、農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についての、１番から３番までについて、一括して質疑

に入ります。質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。 

議案第５号、農地法第４条の規定による許可申請の処分決定に

ついての、１番から３番までについて、原案のとおり許可するこ

とに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 
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賛成多数により、議案第５号、農地法第４条の規定による許可

申請の処分決定についての、１番から３番までについては、原案

のとおり意見決定及び許可が決定いたしました。 

 

――― 日程第８ 議案第６号(２４件) ――― 

 

次に、日程第８、議案第６号、農地法第５条の規定による許可

申請の処分決定について、議題に供します。 

１番から２４番までについて、説明をお願いします。 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

議案第 6号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決定に

ついて、ご説明いたします。総会資料は、１１ページから１7ペ

ージでございます。今月の申請件数につきましては、２４件であ

ります。 

１番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、平松の１筆、面積は３９３㎡となっ

ております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地です。転用

目的は、一般住宅です。自己の住宅を建設したいとの事です。以

上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、２番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、南西に、約４５０ｍの位置です。被害防除現況と

しましては、東が宅地、西が市道、南が宅地、北が宅地です。申

請実現の確実性としましては、融資証明もあり、確実でありま

す。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地

調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わ

ります。 
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次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、東餅田の１筆、面積は３４７㎡とな

っております。使用貸借権で、農地区分は、第３種農地です。転

用目的は、一般住宅です。自己の住宅を建設したいとの事です。

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１５番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１５番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、東に、約２５０ｍの位置です。被害防除現況とし

ましては、東が宅地、西が市道、南が宅地、北が宅地です。申請

実現の確実性としましては、自己資金、融資証明もあり、確実で

あります。条件および特記事項は、特にありません。総合意見と

しまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報

告を終わります。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

３番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、加治木町木田の１筆、面積は７５１

㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地で

す。転用目的は、車置場です。車置場を建設し、その運営を行う

ことで、自社の安定を図るものであります。以上で説明を終わり

ます。 

 

ただいまの説明に関連して、５番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、５番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置
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は、○○から、北東に、約１４０ｍの位置です。被害防除現況と

しましては、東が市道、西が畑、南が宅地、北が宅地です。申請

実現の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実でありま

す。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地

調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わ

ります。 

 

次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

 

４番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、西餅田の１筆、面積は２８７㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地です。転

用目的は、宅地造成です。１区画の宅地造成の計画との事です。

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、５番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、５番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、南西に、約５０ｍの位置です。被害防除現況とし

ましては、東が市道、西が宅地、南が宅地、北が田と畑です。申

請実現の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実であり

ます。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としま

して、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現

地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終

わります。 

 

次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

 

５番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、松原町の２筆、面積は５０３㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地です。転

用目的は、駐車場です。来院用駐車場として利用したいとの事で
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す。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１５番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１５番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、北東に、約３４０ｍの位置です。被害防除現況と

しましては、東が宅地、西が宅地、南が転用許可地、北が市道で

す。申請実現の確実性としましては、融資証明もあり、確実であ

ります。条件および特記事項は、特にありません。総合意見とし

まして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

現地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を

終わります。 

 

次に、６番について、事務局の説明を求めます。 

 

６番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、加治木町反土の１筆、面積は４４０

㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地で

す。転用目的は、宅地造成です。４区画の宅地造成を行いたいと

の事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、５番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、５番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、南東に、約１７０ｍの位置です。被害防除現況と

しましては、東が宅地、西が宅地、南が宅地、北が宅地です。申

請実現の確実性としましては、自己資金、融資証明もあり、確実

であります。条件および特記事項は、特にありません。総合意見

としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報

告を終わります。 
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次に、７番について、事務局の説明を求めます。 

 

７番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、西餅田の１筆、面積は２９４㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地です。転

用目的は、一般住宅です。自己の住宅を建設したいとの事です。

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１１番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１１番、推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、南に、約７０ｍの位置です。被害防除現況としま

しては、東が宅地、西が宅地、南が宅地、北が市道です。申請実

現の確実性としましては、融資証明もあり、確実であります。条

件および特記事項は、特にありません。総合意見としまして、転

用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委

員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わりま

す。 

 

次に、８番について、事務局の説明を求めます。 

 

８番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、東餅田の２筆、面積は９９６㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地でありま

す。転用目的は、宅地造成です。６区画の宅地造成を行いたい自

との事です。以上で説明を終わります。 

 

本件につきましては、議案第４号の１番で、推進委員１１番、

推進委員より報告済でありますので、調査の結果並びに補足説明

につきましては、省略いたします。 

 

次に、９番について、事務局の説明を求めます。 
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９番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、東餅田の 1筆、面積は３．７３㎡と

なっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地であり

ます。転用目的は、通路です。実家との通路を確保する為です。

以上で説明を終わります。 

 

本件につきましても、議案第４号の２番で、推進委員１１番、

推進委員より報告済でありますので、調査の結果並びに補足説明

につきましては、省略いたします。 

 

次に、１０番について、事務局の説明を求めます。 

 

１０番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、蒲生町久末の１筆、面積は２３４

㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第２種農地で

ありますが、その他の農地に該当する為、問題ありません。転用

目的は、資材置場です。自己会社の資材置場にしたいとの事で

す。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員５番、推進委員に、調査

の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、５番、推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当す

る為、問題ありません。申請地の位置は、○○から、南西に、約

５８０ｍの位置です。被害防除現況としましては、東が市道、西

が山林、南が農道、北が里道です。申請実現の確実性としまして

は、自己資金証明もあり、確実であります。条件および特記事項

は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地

及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、

許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、１１番について、事務局の説明を求めます。 
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１１番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、平松の２筆、面積は１２２㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地であり、

問題ありません。転用目的は、資材置場です。以上で説明を終わ

ります。 

 

ただいまの説明に関連して、１５番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１５番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、南東に、約１５０ｍの位置です。被害防除現況と

しましては、東が水路と雑種地、西が水路と市道、南が水路と市

道、北が水路です。申請実現の確実性としましては、自己資金証

明もあり、確実であります。条件および特記事項は、特にありま

せん。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であり

ます。以上で報告を終わります。 

 

次に、１２番について、事務局の説明を求めます。 

 

１２番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、平松の２筆、面積は２２．２９㎡

となっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地であ

り、問題ありません。転用目的は、通路であり、現在通路として

使われております。始末書が参考資料の６４ページに添付されて

おります。今回追認で許可を得ようとするものです。以上で説明

を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１５番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１５番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、

○○から、南に、約１７０ｍの位置です。被害防除現況としまし
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ては、東が宅地、西が市道、南が宅地、北が宅地です。申請実現

の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実であります。

条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまして、

転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査

委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わりま

す。 

 

次に、１３番について、事務局の説明を求めます。 

 

１３番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、下名の１筆、面積は１３９㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第２種農地でありま

すが、その他の農地に該当する為、問題ありません。転用目的

は、一般住宅です。自己の住宅を建設する為との事です。以上で

説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１１番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１1番、推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当する

為、問題ありません。申請地の位置は、○○から、北西に、約８

０ｍの位置です。被害防除現況としましては、東が田、西が里

道、南が市道、北が田です。申請実現の確実性としましては、融

資証明もあり、確実であります。条件および特記事項は、特にあ

りません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見で

あります。以上で報告を終わります。 

 

次に、１４番について、事務局の説明を求めます。 

 

１４番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、平松の１筆、面積は１,１８６㎡と

なっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地であ

り、問題ありません。転用目的は、宅地造成です。４区画の宅地
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造成を行うとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、２番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、南東に、約２００ｍの位置です。被害防除現況と

しましては、東が市道、西が宅地、南が宅地、北が宅地です。申

請実現の確実性としましては、融資証明もあり、確実でありま

す。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地

調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わ

ります。 

 

次に、１５番について、事務局の説明を求めます。 

 

１５番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、船津の１筆、面積は６２７㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第２種農地でありま

すが、その他の農地に該当する為、問題ありません。転用目的

は、運動場です。施設の園庭に利用するとの事です。以上で説明

を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、２番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当する

為、問題ありません。申請地の位置は、○○から、西に、約４８

０ｍの位置です。被害防除現況としましては、東が水路、西が宅

地と山林、南が山林、北が宅地です。申請実現の確実性としまし

ては、自己資金証明もあり、確実であります。条件および特記事

項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としまして
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は、許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、１６番について、事務局の説明を求めます。 

 

１６番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、脇元の１筆、面積は９９㎡となっ

ております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地であり、問

題ありません。転用目的は、宅地造成です。１区画の宅地造成を

行うとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、２番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、北に、約１８０ｍの位置です。被害防除現況とし

ましては、東が市道、西が国道、南が宅地、北が国道です。申請

実現の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実でありま

す。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地

調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わ

ります。 

 

次に、１７番について、事務局の説明を求めます。 

 

１７番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、船津の１筆、面積は２１５㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第１種農地でありま

すが、第１種農地の不許可の例外でもあります、集落接続施設に

該当する為、問題ありません。転用目的は、一般住宅です。自己

の住宅を建設したいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 
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議 長 

 

はい、３番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第１種農地でありますが、第１種農地の不許可の例

外でもあります、集落接続施設に該当する為、問題ありません。

申請地の位置は、○○から、南東に、約８０ｍの位置です。被害

防除現況としましては、東が里道、西が原野、南が市道、北が宅

地です。申請実現の確実性としましては、融資証明もあり、確実

であります。条件および特記事項は、特にありません。総合意見

としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報

告を終わります。 

 

次に、１８番について、事務局の説明を求めます。 

 

１８番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、加治木町木田の２筆、面積は４６

５㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地

であり、問題ありません。転用目的は、一般住宅と通路です。自

己の住宅と通路で利用したいとの事です。以上で説明を終わりま

す。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員４番、推進委員に、調査

の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、４番、推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、東に、約８０ｍの位置です。被害防除現況としま

しては、東が宅地、西が宅地、南が雑種地、北が市道です。申請

実現の確実性としましては、融資証明もあり、確実であります。

条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまして、

転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査

委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わりま

す。 

 

次に、１９番について、事務局の説明を求めます。 
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議 長 
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１９番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、船津の１筆、面積は５１０㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第１種農地でありま

すが、第１種農地の不許可の例外でもあります、集落接続施設に

該当する為、問題ありません。転用目的は、建売住宅です。４棟

建設したいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、３番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第１種農地でありますが、第１種農地の不許可の例

外でもあります、集落接続施設に該当する為、問題ありません。

申請地の位置は、○○から、南東に、約４００ｍの位置です。被

害防除現況としましては、東が畑と宅地、西が一体利用地、南が

宅地、北が一体利用地です。申請実現の確実性としましては、自

己資金証明もあり、確実であります。条件および特記事項は、特

にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意

見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、２０番について、事務局の説明を求めます。 

 

２０番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、船津の２筆、面積は８３９㎡とな

っております。所有権移転で、農地区分は、第１種農地でありま

すが、第１種農地の不許可の例外でもあります、集落接続施設に

該当する為、問題ありません。転用目的は、建売住宅です。４棟

建設したいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、３番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第１種農地でありますが、第１種農地の不許可の例
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議 長 
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外でもあります、集落接続施設に該当する為、問題ありません。

申請地の位置は、○○から、南東に、約４００ｍの位置です。被

害防除現況としましては、東が畑と宅地、西が市道、南が宅地と

一体利用地、北が宅地です。申請実現の確実性としましては、自

己資金証明もあり、確実であります。条件および特記事項は、特

にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意

見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、２１番について、事務局の説明を求めます。 

 

２１番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、西餅田の１筆、面積は１,７１５㎡

となっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地であ

り、問題ありません。転用目的は、宅地造成です。６区画の造成

をしたい、との事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、３番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、西に、約２８０ｍの位置です。被害防除現況とし

ましては、東が宅地、西が田、南が田と水路、北が市道です。申

請実現の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実であり

ます。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としま

して、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現

地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終

わります。 

 

次に、２２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２２番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、船津の２筆、面積は８８１㎡とな

っております。使用貸借権で、農地区分は、第２種農地でありま
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すが、その他の農地に該当する為、問題ありません。転用目的

は、資材置場です。隣接の造成地の造成を行う際、隣接地を一時

的な資材置場にするとの事で、令和４年１２月３１日までの、一

時転用であります。始末書につきまして、１０５ページに添付さ

れております。内容としましては、令和３年１２月からすでに資

材置場として使用しておりましたことによるところです。令和４

年１２月３１日までに農地に戻すことの条件を付しての許可を考

えております。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、５番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、５番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第２種農地でありますが、その他の農地に該当する

為、問題ありません。申請地の位置は、○○から、北西に、約４

１０ｍの位置です。被害防除現況としましては、東が畑と原野、

西が市道、南が資材置場、北が宅地です。申請実現の確実性とし

ましては、転用済のため、確実であります。条件および特記事項

は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地

及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、

許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、２３番について、事務局の説明を求めます。 

 

２３番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、加治木町木田の２筆、面積は４０

０㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地

であり、問題ありません。転用目的は、一般住宅です。自己の居

宅を建築したいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員４番、推進委員に、調査

の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、４番、推進委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置
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は、○○から、東に、約１０ｍの位置です。被害防除現況としま

しては、東が市道、西が原野、南が原野、北が市道です。申請実

現の確実性としましては、融資証明もあり、確実であります。条

件および特記事項は、特にありません。総合意見としまして、転

用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委

員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わりま

す。 

 

次に、２４番について、事務局の説明を求めます。 

 

２４番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、西餅田の１筆、面積は５６９㎡と

なっております。使用貸借権で、農地区分は、第３種農地であ

り、問題ありません。転用目的は、一般住宅です。自己の居宅を

建築したいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１５番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１５番、農業委員です。調査報告いたします。 

農地区分は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、東に、約１８０ｍの位置です。被害防除現況とし

ましては、東が宅地、西が市道、南が宅地、北が公園です。申請

実現の確実性としましては、融資証明もあり、確実であります。

条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまして、

転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査

委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わりま

す。 

 

これより、議案第６号、農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についての、１番から２４番までについて、一括して質

疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

はい、８番、推進委員です。 
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議案第６号、６番、参考資料４５ページですが、申請地が四方

宅地に囲まれていますが、入り口はどこになるのでしょうか。 

 

はい、計画では、田んぼの東側○○番地、○○番地の宅地も、

一緒に購入し、一体利用の計画であります。参考資料４７ページ 

に記載しておりますが、東側から道路を入れて、宅地造成をす

る計画です。以上です。 

 

地目は、田んぼとのことですが、いままで用水関係はどうなっ

ていたのですか。 

 

これまでの用水については確認とれていませんが、現状が畑と

いうか、家の庭のようなところで、耕地課のほうも長年耕作され

ていないのかな、との事でした。以上です。 

 

はい、１７番、農業委員です。 

５００㎡を超えたら、一般住宅としては、おかしいですよと、根

本的なところがあります。１３番と２４番にあったのですが、宅

地と一体的利用との事ですが、本来、農業者が自分の家をつくる

時、倉庫や格納施設がいるとかで、超えてもいいのでしょうが、

一般住宅はそんなにいらないでしょう、との事で、それ以下とい

うのが理由ですが、農家住宅と一般住宅の差については、農家を

優遇するという事が、根本にあります。事務局では、このような

ことを無視して、超える理由としているので、なんでもかんで

も、理由書をつければいいんだ、とせず、注意してほしい。一般

住宅も色々理由をつけてきますが、事務局でも注意していただき

たいところです。以上です。 

 

 ただいま、委員のご指摘にあったように、鹿児島県では、一般

住宅の基準は５００㎡、農家住宅の基準は１０００㎡、が目安に

設けられています。超過する場合は、理由書を添付してもらい、

判断してください。となっております。基準を超えるときの理由

書の提出と基準を設けている理由としましては、乱開発を防ぐと

のことで、一般住宅なのに１,０００㎡を超えると、農地がどんど

んなくなってしまうとのことで、目安が設けられています。理由
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をだしていただく時は、今後もしっかりと指導させていただくと

ころです。今回につきましては、面積の超過が、６０数㎡と２０

数㎡とのことで、大幅に超えていないとのことで、やむえないと

事務局では判断したところです。引き続き、指導をしていきたい

と思っております。以上です。 

 

他にございませんか。それではお諮りいたします。 

議案第６号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決定に

ついての、１番から２４番までについて、原案のとおり許可する

ことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第６号、農地法第５条の規定による許可

申請の処分決定についての、１番から２４番までについては、原

案のとおり意見決定及び許可が決定いたしました。 

なお、１７番、１９番、２０番につきましては、県農業会議ネ

ットワーク機構の決議に該当しますので、「意見聴取」いたしま

す。 

 

――― 日程第９ 議案第７号(１件) ――― 

 

次に、日程第９、議案第７号、農地の利用目的変更願につい

て、議題に供します。１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは議案第７号、農地の利用目的変更願について、ご説明

いたします。総会資料は、１８ページでございます。今月の申請

件数につきましては、１件となっております。１番につきまし

て、ご説明いたします。 

申請人は○○。土地の所有者○○お亡くなりになり、相続人代

表者は○○です。土地の所在は、加治木町木田の１筆、１７４㎡

です。議案第４号の３番で、事業計画変更があった箇所です。田

から畑への変更となっております。また、議案第１号の１３番

で、利用権設定のほうも同時に提出されております。菜園として

利用したいとの事です。以上で、説明を終わります。 



33 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 
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ただいまの説明に関連して、推進委員４番、推進委員に、調査

の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、４番、推進委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、○○か

ら、南に、約１０ｍの位置です。被害防除現況としましては、東

が転用許可地、西が資材置場、南が転用許可地、北が水路です。

申請実現の確実性としましては、申請地の周囲が盛土されてお

り、併せて盛土ができるため、確実であります。条件および特記

事項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の

立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としまして

は、許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

それでは、１番について、質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第７号 農地の利用目的変更願についての、１番につい

て、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手をお願いし

ます。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第７号、農地の利用目的変更願について

の、１番については、原案のとおり承認することに、決定いたし

ました。 

 

――― 日程第１０ 議案第８号(１件) ――― 

 

次に、日程第１０、議案第８号、農業振興地域整備計画の変更

（全体見直し）について、議題に供します。 

事務局の説明を求めます。 
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それでは議案第８号、農業振興地域整備計画の変更（全体見直

し）について、ご説明いたします。資料は、別冊の議案第８号で

ございます。 姶良市の農政課のほうで、５年に１回、姶良市農

業振興地域整備計画の見直しをおこなっており、区域の編入、決

定、除外をおこなっております。農政課で作成し、農業委員会か

らの意見を求められているため、今回、提案し、ご審議いただく

ところです。まず、編入除外の候補地につきましては、合計面積

が、３８,６０５㎡、筆数は３１筆となっております。明細につき

ましては、３ページから４ページに記載しておりますのでお目通

しください。除外候補地につきましては、合計面積が。３６１,２

９８.８㎡で、筆数は４７８筆、明細は、５ページから１９ページ

に記載されております。編入候補地につきましては、担当委員の

皆様、お忙しいなかでのご協力ありがとうございました。現地調

査をまとめたものが、２ページのほうになり、農業委員会として

農政課に回答する意見のほうとさせていただく予定です。２ペー

ジ上段、編入候補地に追加する意見として、加治木町小山田○○

の畑を、編入候補の隣接地とのことで、こちらのほうも編入して

もよいのでは、との意見でありました。２ページ下段、編入候補

地からの除外の意見としまして、蒲生町漆○○の田で、現在は耕

作の問題はないが、高齢の女性の方が耕作しており、後継者のめ

どがたっておらず、日照条件なども悪いとのととで、今回は、除

外したほうがよいのでは、との意見をいただいております。こち

らの内容を、農業委員会から農政課へ回答させていただく予定で

す。以外の土地については、問題なしとの結果でした。除外候補

地については、過去に、非農地、荒廃農地の判定、道路拡張によ

り残地が、区域内に残っているケースがほとんどであり、農業委

員会が毎年おこなっております利用状況調査や非農地確定調査

で、現地確認をおこなっており、また、農政課のほうでも、今

回、見直しによる現地確認をおこなっているとのことです。農政

課のほうでは、農業委員会や土地改良区などからも意見を聞き、

最終決定は、農政課で行うとのことです。決定は、令和５年を予

定しているとのことです。ご審議よろしくお願いします。 
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それでは、質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第８号 農業振興地域整備計画の変更（全体見直し）につ

いて、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手をお願い

します。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第８号、農業振興地域整備計画の変更

（全体見直し）については、原案のとおり承認することに、決定

いたしました。 

 

――― 日程第１１ 議案第９号(１件) ――― 

 

次に、日程第１１、議案第９号、農地あっせん申出（売渡 希

望）について、議題に供します。 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

議案第９号、農地あっせん申出について、説明いたします。総

会資料は、１９ページです。今月の申請につきましては売り渡し

１件、となっております。参考資料につきましては、１１９ペー

ジからありますので、審議の参考としてください。それでは、１

番を説明いたします。内容につきましては、売り渡しです。土地

の所在が住吉○○、地目は田、面積が２,１０５㎡、申出人は、○

○、希望譲渡価格は、１０アールあたり○○円です。 

 

それでは、質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」  



36 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 
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それでは、お諮りいたします。 

議案第９号 農地あっせん申出（売渡 希望）について、原案

のとおり受理することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第９号、農地あっせん申出（売渡 希望）

については、原案のとおり受理することに、決定いたしました。 

次に、ただいま承認されました議案第９号、農地あっせん申出

に係る地区あっせん委員の選出について、協議していただきま

す。 

地区委員の方々から選出していただきたいと思います。 

自薦、他薦のいずれでもよろしいです。 

 

はい、ここは住吉地区でありますので、住吉地区に詳しい方が

よいのではと思います。 

 

 いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げます。 

議案第９号、農地あっせん申出（売渡 希望）の１番について

は、１０番 推進委員、１２番 推進委員、１９番 農業委員と

書いてあります。お願いします。 

 

――― 日程第１２ ――― 

 

次に、日程第１２、農地あっせんの経過報告について、進展が

ありましたら報告をお願いします。 まず、事務局からの報告を

お願いします。 

 

農地あっせんの経過報告をいたします。１ページの６番につい

て、６月７日にあっせん会をいたしましたが、売り手側の方が、

年内には結論を出すとのことで、保留中であります。２ページの

１８番については、６月７日のあっせん会で価格が成立し、今月

の議案第２号で決定しましたので、完了とします。それと３ペー

ジの２４番の貸し付けの希望ですが、今月の議案第１号３番で、
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利用権を設定されましたので、完了とします。４ページの４１

番、売り渡しですが、議案第１号１５番で、利用権が設定されま

した。これは売り渡し希望なので、継続とします。５ページの４

７番、○○さんが再度農業委員会にいらっしゃって、希望譲渡価

格も１０アールあたり、○○円と価格も下げましたので、よろし

くお願いしますとの事でした。５５番の貸し付けですが、既に耕

作者をあっせんしておりますが、小面積のため利用権は設定しま

せんとの事で、完了とします。以上で事務局の説明とします。 

 

委員のみなさまから、何か報告等ございませんか。 

 

はい、借り受けのほうは、利用権を設定しました。ただ、買い

受けのほうは、もう考えていないとの事でした。事務局のほうで

連絡を取っていただき、どうなさるのか、はっきり聞いていただ

きたいと、お願いします。 

 

 はい、事務局のほうで確認いたします。 

 

他に、ありませんか。それでは、この案件は報告ですので、こ

れで終わります。 

 

――― 日程第１３ ――― 

 

次に、日程第１３、農地利用集積計画（貸借）の合意解約報告

について、事務局の報告を求めます。 

 

それでは、農用地利用集積計画の合意解約報告をいたします。

６月は１０件が提出されております。内容につきましては、別

紙、合意解約をのちほど、ご確認ください。以上で報告を終わり

ます。 

 

ただいまの報告に関し、発言のある方は、挙手をお願いしま

す。 

 

〔委員からの発言 有無〕 
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それでは、この案件も報告ですので、これで終わります。 

 

――― 日程第１４ ――― 

 

次に、日程第１４、その他ですが、何かございませんか。 

 

農業者年金、農業新聞購読加入推進グループからの報告。 

  

農地転用許可事務の適正化及び簡素化に関する通知について 

農林業労働者災害共済運営審査委員会委員の推薦について  

農業振興地域整備促進協議会委員について  

令和４年度農地パトロールの実施について 

１日農業バイト「デイワーク」活用セミナーについて 

 

他には、ありませんか。 

それでは、以上をもちまして、令和４年度、第３回姶良市農業

委員会総会を閉会いたします。 

 

姿勢を正してください。一同礼。 
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